
2020 年 12 月 16 日 

日本原燃株式会社 

資料２：設工認作成要領について 

〇以下の事項について、適合性確認の観点で問題がないか確認したい。 

 資料２－１ 腐食を考慮する容器等の設計確認値の扱いについて

〇再処理施設の設工認の仕様表では、公称値および設計確認値（公称値から

素材の負の公差および加工減公差を差し引いた値）を記載する。また、腐食

性流体を取り扱う設備に対して腐食代も記載することを考えているが問題

ないか。 

 資料２－２ 仕様表記載項目整理表

〇実用炉を参考に仕様表項目の見直しを行ったことに伴い、既認可仕様表の

記載項目のうち、仕様表以外に記載を移すものについては基本設計方針、

主要設備リスト、添付説明書または添付図面にて示すこととする。 

・飛来物防護ネットの基礎は杭基礎であるため、仕様表の項目としては

建物・構築物の標準項目である「支持地盤の許容支持力度」「支持地盤

の極限支持力度」ではなく「支持地盤」とし、また、注記として「飛来

物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する」とすることを考え

ているが問題ないか。

・備考欄については、標準フォームとしては項目を設けず、備考欄として

記載する必要がある場合に、項目欄を追加することで問題ないか。 

・計測制御設備の設備区分のない加工施設（濃縮、ＭＯＸ）については、

インターロック機能を有する機器の仕様表の備考欄にインターロック

名を記載する。また、インターロックに係る仕様表を別に作成し、検出

器、警報機能等の仕様を明確に示すことで考えているが問題ないか。 

以  上 

【公開版】
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腐食を考慮する容器等の設計確認値の扱いについて 

１．確認事項 

 再処理施設の設工認の仕様表では、公称値および設計確認値（公称値から素材の

負の公差および加工減公差を差し引いた値）を記載する。また、腐食性流体を取

り扱う設備に対して腐食代も記載する。

 これについて、適合性確認の観点で問題ないか確認したい。

２．実用炉と再処理施設の現状と今後の対応方針 

（１）現状

 実用炉の要目表には、公称値および設計確認値（公称値から素材の負の公差および加

工減公差を差し引いた値）を記載している。また、実用炉の添付書類には、設計上考

慮している減肉の値は明示しておらず、公称値から素材の負の公差および加工減公

差を差し引いた値を最小厚さとして記載している。

 再処理施設（既認可）の仕様表には、公称値のみ記載していた。また、再処理施設（既

認可）の添付書類には、腐食性流体による腐食への対応を示す観点から腐食代を明示

した上で、公称値から素材の負の公差、加工減公差および腐食代を差し引いた値を最

小厚さとして記載していた。

（２）今後の対応方針（図－１参照）

 実用炉の要目表の記載内容および腐食性流体を取り扱うという再処理施設の特

徴を踏まえ、腐食性流体を取り扱う設備の仕様表の主要寸法には、公称値、設計

確認値（公称値から素材の負の公差および加工減公差を差し引いた値）および腐

食代を記載する。

 腐食性流体を取り扱うという再処理施設の特徴を踏まえ、添付書類で既認可どお

り腐食代を明示した上で、公称値から素材の負の公差、加工減公差および腐食代

を差し引いた値を最小厚さとして記載する。

：仕様表（要目表）に記載する主要寸法 

資料２－１ 

図－１（２） 

再処理施設の公称値、設計確認値および腐食代 

図－１（１） 

実用炉の公称値および設計確認値 

素材の負の公差

加工減公差

最小厚さ 公称値設計確認値

素材の負の公差

加工減公差

腐食代

最小厚さ 公称値設計確認値
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３．最小厚さの考え方の詳細 

再処理施設では、以下の通り腐食代や板厚（公称肉厚）の設定の考え方を記載する

とともに、耐圧強度評価の結果を添付する。 

（１）腐食代の設定

再処理施設の機器等の腐食代は、腐食性流体（0.2Ｎ以上の硝酸溶液）に接する場

合、文献等を参考に使用環境を考慮して腐食速度（以下「設計腐食速度」という。）を

定め、機器等の設計寿命および接液時間率に基づく腐食量（以下「必要腐食代」とい

う。）に設計余裕を加味して設定する。 

設計腐食速度は、純硝酸中での腐食速度に、流体に含まれる酸化性イオン等による

腐食の加速または抑制を表す係数（以下「腐食速度補正係数」という。）を乗じて求

めるか、若しくは、使用環境を模擬した腐食試験速度（文献値）を参考に設定する。 

腐食代＝必要腐食代＋設計余裕 

 必要腐食代＝設計腐食速度×接液時間率×設計寿命 

設計腐食速度＝純硝酸中腐食速度×腐食速度補正係数 

または＝模擬液腐食試験値 

（２）板厚（公称肉厚）の設定

容器および管に使用する材料の板厚（公称肉厚）は、最高使用圧力・温度および腐

食環境などの設計条件を考慮しても強度および耐食性を確保するため、耐圧強度計算

から求まる板厚に素材の負の公差、加工減公差および腐食代を加えた値以上になるよ

うに選定する。 

（３）耐圧強度評価

耐圧強度評価は、包含モデル評価線図または最高使用圧力、外径、内径、継手効率

等から計算した計算厚さ（以下「計算厚さ」という。）と公称肉厚から素材の負の公

差、加工減公差および腐食代を差し引いた値（以下「最小厚さ」という。）を比較し、

最小厚さが計算厚さ以上であることを確認する。 

一方、実用炉では、工認の強度計算書において、公称値から素材の負の公差および

加工減公差を差し引いた値（これを「最小厚さ」としている。）が技術基準で要求さ

れる値（これを「必要な厚さ」としている。）を満足していることを確認している。 
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これらを図－２（１）および図－２（２）に対比して示す。 

再処理施設では、施設に特徴的な腐食性流体による腐食への対応を示す観点から

「腐食代」を明示している関係で「最小厚さ」の意味合いが実用炉とは異なっている。 

４．設工認を受けた検査の考え方 

実用炉では、設備の仕上がりを確認する使用前と維持段階とでは、それぞれの検査

での目的に応じた確認内容としている。 

使用前（使用前（事業者）検査）では、公称値および設計確認値を確認している。 

維持段階（定期事業者検査）では、技術基準で要求される必要な厚さを満足するこ

とを確認している。 

これらを踏まえた既設の再処理施設における扱いを以下に示す。 

（１）使用前

ａ．建設時の検査（使用前検査） 

既認可設工認の耐圧強度評価を受け、建設時の容器の板厚の検査では、実測した

計測厚さが最小厚さＢに腐食代Ｅを加えた値以上であることを確認している。 

計測厚さＦ ≧ 最小厚さＢ ＋ 腐食代Ｅ          ［図－３（２）］ 

ｂ．現在の板厚の検査（使用前事業者検査） 

既設の再処理施設は試験運転の実施により実質的に維持段階に移行している。 

これを踏まえ、容器の現在の板厚の検査では、 

・実測できる容器は、実測した現在の計測厚さＧ

・セル内に設置されている等から実測できない容器は、建設時の検査において

実測した計測厚さをもとに、設計上の腐食速度と運転実績（運転状態おける

腐食性流体の接液時間（詳細検討中））からこれまでの減肉量を評価して推

定した現在の推定板厚（＝ 計測厚さＦ － 評価減肉量Ｅ’）

が最小厚さＢ以上であることを確認する。 ［図－３（３）］ 

図－２（２） 

再処理施設の耐圧強度評価（最小厚さ≧計算厚さ） 

図－２（１） 

実用炉の強度計算書（最小厚さ≧必要な厚さ） 

非接液側（外側）

接液側（内側）

設工認の耐圧強度評価　B ≧ A

素材の負の公差 C

加工減公差 D

腐食代 E

最小厚さ B

板厚（公称値）

計算厚さA

B≧Aを確認

非接液側（外側）

接液側（内側）

工認の耐圧強度評価　B ≧ A

素材の負の公差 C

加工減公差 D

最小厚さ B

公称値

必要厚さA

B≧Aを確認
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なお、建設時の検査では材料検査証明書により公称厚さを確認しているため計測厚

さが存在しない配管、容器胴等に使用される JIS 等規格管については、 

・実測できる JIS 等規格管は、任意箇所を実測した現在の計測厚さＧ

・セル内に設置されている等から実測できない JIS 等規格管は、現品における製

造時の公差（素材の負の公差、加工減公差）の余裕を加味して建設時の厚さを

推定したうえで、上記の容器と同様にこれまでの減肉量を評価して推定した現

在の推定板厚

が最小厚さＢ以上であることを確認する。 

図－３ 容器の板断面（イメージ） 

（２）維持段階（定期事業者検査）

維持段階の定期事業者検査においては、その時点での板厚を実測または推定したう

えで、技術基準で要求される計算厚さを満足することを確認することになる。 

以 上 

非接液側（外側）

接液側（内側）

(1) 設工認の耐圧強度評価　B ≧ A (2) 建設時の板厚の検査　F ≧ B + E

(3) 現在の板厚の検査

素材の負の公差 C

加工減公差 D

腐食代 E

最小厚さ B

公称肉厚

計算厚さA

計測厚さ F

腐食代 E

最小厚さ B
判定基準

計測厚さ F

評価減肉量 E’

現在の計測厚さ G

最小厚さ B 判定基準

実測できるもの

G ≧ B

実測できないもの

F - E' ≧ B
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仕様表記載項目整理表
資料２－２

(1/2)

M 再 再

4 7

【標準】
気密要求対

象
【標準】 【標準】

溢水評価
対象

既認可記載
追加

… 【標準】
冷却機能等
要求対象

溢水評価
対象

… … 【標準】
溢水評価
対象

… 【標準】 【標準】 … 【標準】 【標準】

建物
（標準）

建物①
（気密）

飛来物防護
ネット
（標準）

容器
（標準）

容器
（溢水）

容器①
（ﾄﾗｯﾌﾟ）

容器②
（○○）

ポンプ
（標準）

ポンプ①
（機能）

ポンプ②
（溢水）

ポンプ③
（○○）

…
排風機
（標準）

排風機①
（溢水）

排風機②
（○○）

熱交換器
（標準）

冷却塔
（標準）

…
主配管
（標準）

ダクト
（標準）

共通項目として全てに記載する。 ● ● ● ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●
共通項目として全てに記載する。 ● ● ● ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●
型式等を有する設備に記載する。 ● ● ● ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … － －

建物、構築物、配管以外全てに記載する。 － － － ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … － － … － ●
流体等を取り扱う設備に記載する。 － － － ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●

配管に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … ● －
－ － － ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●
－ － － ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●

電気、計測制御を除く設備に記載する。 ● ● ● ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●
検出器を除く設備に寸法を記載する。 ● ● ● ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … ● ●

臨界評価関連 臨界評価に係る設備に記載する。 － － － ● ● ● … － － － … … － － … － － … － －

● ● － － － … － － － … … － － … － ● … － －

● ● － － － … － － － … … － － … － ● … － －
容器、ﾎﾟﾝﾌﾟ、排風機、ﾌｨﾙﾀの場合に記載する。

熱交換器の場合は設計熱交換量を示す。
無停電の場合は電源容量を示す。

－ － － ● ● ● … ● ● ● … … ● ● … ● ● … － －

ポンプの場合、種類に応じて記載する － － － － － － … ● ● ● － － － － … － －

保安電源、非常用設備等に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －
保安電源、非常用設備等に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －

搬送設備の場合に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －
フィルタ等の捕集能力を有する設備に記載する。 － － － － － ● … － － － … … － － … － － … － －

機能、性能評価に係る設備に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … ● ● … － －
気密要求のある建物構築物に記載する。 － ● － － － － … － － － … … － － … － － … － －

種類 機能、性能評価に係る設備に記載する。 － － － － － － … ● ● ● … … ● ● … － － … － －
出力 機能、性能評価に係る設備に記載する。 － － － － － － … ● ● ● … … ● ● … － － … － －
個数 機能、性能評価に係る設備に記載する。 － － － － － － … ● ● ● … … ● ● … － － … － －

取付箇所 機能、性能評価に係る設備に記載する。 － － － － － － … ● ● ● … … ● ● … － － … － －
計測機能等を有する設備に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －
警報機能等を有する設備に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等の機能を有する設備に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等の機能を有する設備に記載する。 － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －

系統名（ライン名） 系統独立性に係る設備に記載する（再処理、MOX）。 － － － － ● － … － － ● … … － ● … － ● … － －
溢水防護上の区画番号 位置的分散に係る設備に記載する（再処理、MOX）。 － － － － ● － … － － ● … … － ● … － ● … － －

溢水防護上の配慮が必要な高さ 溢水防護対象設備に記載する。 － － － － ● － … － － ● … … － ● … － ● … － －
化学薬品防護上の区画番号 溢水防護対象設備に記載する（再処理のみ）。 － － － － ● － … － － ● … … － ● … － ● … － －

化学薬品防護上の配慮が必要な高さ 溢水防護対象設備に記載する（再処理のみ）。 － － － － ● － … － － ● … … － ● … － ● … － －
（今後追加） （今後追加） － － － － － － … － － － … … － － … － － … － －

（1/16） ー （3/16） ー ー （5/16） ー （6/16） ー ー ー ー ー （7/16） ー ー （2/16） ー （4,8/16） （9/16）添付記載例との関連（添付ページ数）
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熱交換器

設計気密度

揚程又は吐出圧力

周波数

名称
個数

（今後追加）

設置床（設置室）
種類

流体等の種類
配管番号

主要寸法
臨界管理

DB設備　標準フォーマット（初回申請分）
8

濃 濃 濃 再・濃再

主要弁建物・構築物

中分類

排風機大分類

評価項目等

地盤評価関連
支持地盤の許容支持力度

支持地盤の極限支持力度

溢水、薬品防護関
連

定格荷重
効率

伝熱面積

計測範囲
警報動作範囲

取付箇所

原動機

容量

性能評価関連

電圧

1 2

建物、屋外構築物に記載する。
杭基礎の場合は支持地盤の欄とし、地盤名称を記載
するとともに注記に杭基礎であることを記載する。

最高使用圧力
最高使用温度
主要材料

建物・構築物、電気、計測制御を除く設備に記載す
る。

●

3

ポンプ容器

様式-6,7又は
既認可の設工
認により抽出
される項目

設定値

計測、警報関連
起動信号の個数

全機種共通項目

機種ごとの共通項目

項目

圧縮機

機種番号

主要配管

今
後
追
加

今
後
追
加

今
後
追
加

今
後
追
加

【考え方】
○全社共通で、設備の種類に応じた標準となる記載項目を選定する。
○既認可事項の記載、追加の要求対象（溢水等）がある場合は、必要な項目を追加する。
○第1回申請分に係る分類毎の仕様表記載項目を以下に示す。なお、第2回申請以降、申請する設備に応じて分類、項目等を追加していく。

別表第２の項目と比較し、別表第２で示された項目に対応する欄を黄色ハッチングとした。
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仕様表記載項目整理表
資料２－２

(2/2)

共通項目として全てに記載する。
共通項目として全てに記載する。
型式等を有する設備に記載する。

建物、構築物、配管以外全てに記載する。
流体等を取り扱う設備に記載する。

配管に記載する。

電気、計測制御を除く設備に記載する。
検出器を除く設備に寸法を記載する。

臨界評価関連 臨界評価に係る設備に記載する。

容器、ﾎﾟﾝﾌﾟ、排風機、ﾌｨﾙﾀの場合に記載する。
熱交換器の場合は設計熱交換量を示す。

無停電の場合は電源容量を示す。

ポンプの場合、種類に応じて記載する

保安電源、非常用設備等に記載する。
保安電源、非常用設備等に記載する。

搬送設備の場合に記載する。
フィルタ等の捕集能力を有する設備に記載する。

機能、性能評価に係る設備に記載する。
気密要求のある建物構築物に記載する。

種類 機能、性能評価に係る設備に記載する。
出力 機能、性能評価に係る設備に記載する。
個数 機能、性能評価に係る設備に記載する。

取付箇所 機能、性能評価に係る設備に記載する。
計測機能等を有する設備に記載する。
警報機能等を有する設備に記載する。

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等の機能を有する設備に記載する。
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等の機能を有する設備に記載する。

系統名（ライン名） 系統独立性に係る設備に記載する（再処理、MOX）。

溢水防護上の区画番号 位置的分散に係る設備に記載する（再処理、MOX）。

溢水防護上の配慮が必要な高さ 溢水防護対象設備に記載する。
化学薬品防護上の区画番号 溢水防護対象設備に記載する（再処理のみ）。

化学薬品防護上の配慮が必要な高さ 溢水防護対象設備に記載する（再処理のみ）。
（今後追加） （今後追加）

添付記載例との関連（添付ページ数）

設計気密度

揚程又は吐出圧力

周波数

名称
個数

（今後追加）

設置床（設置室）
種類

流体等の種類
配管番号

主要寸法
臨界管理

中分類

大分類

評価項目等

地盤評価関連
支持地盤の許容支持力度

支持地盤の極限支持力度

溢水、薬品防護関
連

定格荷重
効率

伝熱面積

計測範囲
警報動作範囲

取付箇所

原動機

容量

性能評価関連

電圧

建物、屋外構築物に記載する。
杭基礎の場合は支持地盤の欄とし、地盤名称を記載
するとともに注記に杭基礎であることを記載する。

最高使用圧力
最高使用温度
主要材料

建物・構築物、電気、計測制御を除く設備に記載す
る。

様式-6,7又は
既認可の設工
認により抽出
される項目

設定値

計測、警報関連
起動信号の個数

全機種共通項目

機種ごとの共通項目

項目

機種番号 10 11

【標準】
溢水評価
対象

… … … ー … 【標準】 －
溢水評価
対象

【標準】
溢水評価
対象

… 【標準】
溢水評価
対象

安全保護系

フィルタ
（標準）

フィルタ①
（溢水）

フィルタ③
（○○）

… … 遠心機 …
無停電
（標準）

高周波INV
無停電
（溢水）

モニタ
（標準）

モニタ①
（溢水）

モニタ②
（〇〇）

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等
（標準）

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等
（溢水）

安全保護系
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等
（溢水）

● ● … … … ● … ● ● ● ● ● … ● ● ●
● ● … … … ● … ● ● ● ● ● … ● ● ●
● ● … … … ● … ● ● ● ● ● … ● ● ●
● ● … … … ● … ● ● ● ● ● … ● ● ●
－ － … … … ● … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
● ● … … … ● … － － － － － … － － －
● ● … … … ● … － － － － － … － － －
● ● … … … ● … － － － － － … － － －
● ● … … … ● … ● ● ● － － … － － －
－ － … … … ● … － － － － － … － － －

－ － … … … － … － － － － － … － － －

－ － … … … － … － － － － － … － － －

● ● … … … － … ● － ● － － … － － －

－ － … … … － … － － － － － … － － －

－ － … … … － … ● － ● － － … － － －
－ － … … … － … ● ● ● － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
● ● … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － － － … － － －
－ － … … … － … － － － ● ● … ● ● －
－ － … … … － … － － － ● ● … ● ● －
－ － … … … － … － － － － － … － － ●
－ － … … … － … － － － － － … － － ●
－ ● … … … － … － － ● － ● … － ● ●
－ ● … … … － … － － ● － ● … － ● ●
－ ● … … … － … － － ● － ● … － ● ●
－ ● … … … － … － － ● － ● … － ● ●
－ ● … … … － … － － ● － ● … － ● ●
－ － … … … － … － － － － － … － － －

ー （10/16） ー ー ー （11/16） ー （12/16） （14/16） ー ー （13/16） ー ー （15/16） ー

濃

計測制御設備

14139

濃 濃

搬送設備

濃

電気設備フィルタ 機械装置

12

排気塔

今
後
追
加

今
後
追
加

今
後
追
加

今
後
追
加

今
後
追
加
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仕様表の記載項目の基本的考え方

・当社仕様表記載項目は、原則、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則発電用原

子炉規則」（別表第２）における設備別記載事項（要目表記載項目）を踏襲とする。

・既認可設工認の仕様表記載項目については、主要寸法等の仕様だけではなく、特記事項等

についても認可事項であると考えている。このため、個々の記載内容を精査し、「基本設

計方針」、「仕様表」、「添付書類」等、今後の設工認申請書で記載する箇所の見直しを行う。 

具体的な考え方は以下のとおり。 

 許可整合および技術基準適合のための容量、効率、伝達率、個数等に関する仕様

に類似する事項は「仕様表」の設計仕様に係る欄に記載する。

 許可整合および技術基準適合のための役割、方針等の値を含まない設計方針等

に係る事項は「基本設計方針」に記載する。

 許可整合および技術基準適合以外のボルトの材料、寸法等の情報については「添

付書類」に記載する。（説明書または添付図面）

 上記以外の既認可記載事項のうち、特記事項等として記載していた内容で、仕様

表の設計仕様に係る欄もしくは基本設計方針への記載が適切ではないと考えら

れるもの（濃縮のインターロック等）については、「仕様表」の備考欄に記載す

る。備考欄に記載したインターロックについては、検出器、警報機能等の情報に

係る仕様表を別に作成し、仕様を明確にする。

添付－１ 
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仕様表記載項目における記載分けの凡例 

：新規の要求事項として仕様表に追加する事項 

：新規制基準施行以前から要求事項があり、変更がない事項 

また、記載の適正化として既設工認又は設計図書から転記する事項 

：既設工認に記載した事項であるが、基本設計方針・添付書類等、記載位

置の変更により仕様表から記載箇所を変更する事項 

9



仕様表の記載項目（機種：1.建物・構築物（建物（標準））） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

耐 震 ク ラ ス B 

放 射 線 防 護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満足す

るものとする。 

航 空 機 に 対 す る 防 護 
航空機の衝突に対し，安全確保上支障がない

ように設計するものとする。 

支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 
長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様

主 要 構 造 鉄筋コンクリート造 

主 要 寸 法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主 要 材 料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート用棒鋼)に

定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普通コンク

リート設計基準強度 Fc=○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 

① 管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床

及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除

染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計と

する。

(汚染防止に係る措置の範囲を第1.-2表に

示す。)

② 「建築基準法」の耐火建築物とする。

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の部屋で構

成する区域の境界の構築物を安全上重要な

施設とする。(安全上重要な施設である構築

物の範囲を第1.-2表に示す。)

④ 臨界安全上必要がある場合には，中性子相

互干渉を考慮する貯蔵施設等の周囲に○cm以

上のコンクリートを配置し，核的に隔離する

設計とする。

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20原第 18号(平成 22年 5月 13日) 

注 2 本建屋が Bクラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は Bクラスのしゃへい壁を有

していることから，Bクラスの施設に適用される地震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，Sク

ラスの設備・機器を設置するため，基準地震動 Ssで間接支持構造物としての支持機能が維持されている

ことの確認を行う。

*1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。

*3：燃料加工建屋は、MOX燃料加工施設にて設備登録を行っている。

*4：公称値を示す。

*5：使用前検査における短期許容支持力度から換算した値である。また、岩盤と一体となって建物を支持

するマンメイドロックについては、基準地震動による地震力が建物に生じた際の接地圧を支持できる強度

とする。

*6：記載内容は、認可を受けた設工認申請書 添付書類三 図面リスト 第 14図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リ

スト ～第 14図(6)燃料加工建屋  断面壁断面リスト及び添付書類Ⅴ 添付-Ⅰ-2-1 図面リスト 第 1図 燃料加

工建屋 防護壁断面リスト～第 4図 燃料加工建屋 防護スラブ断面リストによる。

*7：原料受払室，粉末調整第 1室等の部屋で構成する区域の境界の構築物を安全上重要な施設の工程室とす

る。(安全上重要な施設の工程室である構築物の範囲を第 1.-1表に示す。)

 
 

変 更 前 変 更 後 

名 称 － 燃 料 加 工 建 屋*5 燃 料 加 工 建 屋*2*3

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊1 
－ 

基礎：○○○ 

上部構造：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支持力度 MPa 長期：〇 短期：〇 長期：〇 短期：〇 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇*5 

主

要

寸

法 

外壁外面寸法 

(南北方向) 
m ○○○*4

変更なし 
外壁外面寸法 

(東西方向) 
m ○○○*4

高 さ m ○○○*4 ○○○

階 数 － 地上2階，地下3階(一部中2階) 

変更なし 壁

厚

等 

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 

― - 第1.-2表に示す。 第1.-3表に示す。 

主 要 材 料 － 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基

準強度 ○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

変更なし 

個 数 － １ 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基
準 

機能要求② 主な仕様 
（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 
核燃料
物質の

臨界防
止 

複数ユニットの
臨界安全 

【手段：設備】 
ｂ．複数ユニットの設定 
単一ユニット相互間は，十分な厚

さのコンクリート等の設置又は単
一ユニット相互間の距離を確保す
ることにより，核的に安全な配置 

中性子相互干渉を
考慮する貯蔵施設
等の周囲に○cm

以上のコンクリー
トを配置

第六条
地震に

よる損
傷の防
止 

安全機能を有す
る施設の耐震設

計 

【手段：評価】 
(１)耐震重要度に応じた地震力に

十分耐えることができる設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

基準地震動に対

する耐震重要施
設の耐震設計 

【手段：評価】 

(２)基準地震動による地震力に対
してその安全機能が損なわれるお
それがない設計 

第八条 
外部か
らの衝

撃によ
る損傷
の防止 

竜巻防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（竜巻）に対して機械
的強度を有する設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

火山防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（火山）に対して安全

余裕を有する設計

航空機防護の方
法について 

【手段：設備】 
建物の外壁及び屋根により建物全

体を適切に保護 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

外部からの衝撃

による損傷の防
止(その他) 

【手段：設備】 

機械的強度を有する設計 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

第二十

二条 
遮蔽 

直接線、スカイ

シャイン線に対
する設計方針

【手段：設備】 

遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

基準線量率に対
する設計方針 

【手段：設備】 
遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

第三十
条 
重大事

故等対
処設備 

地震を要因とす
る重大事故等に
対する施設の耐

震設計の基本方
針 

【手段：設備】 
基準地震動を 1.2倍した地震力に
対して，必要な機能が損なわれな

い設計 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

 

 

 

添付－１ 
（１／16） 

（注）加工施設においては、事業許可との整合性及び様式-6,7 を踏ま

え、既認可の仕様表に追加が必要な情報を仕様表に追加する。 

発電炉を参考に、強度に対する仕様として仕様表には耐震壁、航

空機防護上の壁・スラブ、工程室の S クラスの壁・床の最小壁厚と

最大壁厚を記載する。 

遮蔽要求のある壁厚等については第 1.-2表として、しゃへい扉、

しゃへい蓋と併せて、遮蔽上の設計確認値と公称値を記載する。 

主要設備リストで

展開。 
基本設計方針で

展開。 

閉じ込めの基本設

計方針で展開。 

臨界の基本設計方針

で展開。 

耐震の基本設計方針、添付書

類（重要度分類）で展開。 
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既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

第 1.-2表 燃料加工建屋と貯蔵容器搬送用洞道の汚染防止に係る措置の範囲， 

安全上重要な施設である構築物の範囲及びしゃへい設計の基準となる線量率 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染防止

に 
係る措置 

安全上重
要な施設
である構
築物 

しゃへい
設計の基
準となる
線量率 

(μSv/h) 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○ ○ 

102 原料受払室 ○ ○ ○ 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ － ○ 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － ○ 

105 北第1制御盤室 ○ － ○ 

106 北エレベータ ○ － ○ 

… … … … … …

第 1.-3 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

添付図 主要寸法(m) 材料 

第1.1-1図 

<1> ○○ ○○ 

<2> ○○ ○○ 

<3> ○○ ○○ 

<4> ○○ ○○ 

<5> ○○ ○○ 

<6> ○○ ○○ 

<7> ○○ ○○ 

<8> ○○ ○○ 

… … … 

名 称 し ゃ へ い 蓋<H1> 

設
計
条

件
耐 震 ク ラ ス ― 
放 射 線 防 護 

(しゃへい) 
しゃへい設計の基準となる線量率を満足するも

のとする。 

設

計

仕

様

個 数 〇 
構 造 の 種 類 本体：○○

主 要 寸 法 厚さ：第1.-6表に示す。 

主 要 材 料 
○○○○○○ 

密度 〇kg/m3以上 

添 付 図 
(平面図及び断面図) 

第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 
しゃへい蓋番号は，<H1> 

特 記 事 項 － 
注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20原第 18号(平成 22年 5月 13日) 

注 2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のためステンレス鋼により

被覆する。 

第1.-6表 燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料 

添付図 
しゃへい厚

(mm) 
材料 

隣接部屋番号 

線源室 線源室外 

第1.1-13図 <H1> ○○ ○○ 
103 

(貯蔵容器一時保管室) 

202 

(貯蔵容器受入第1室) 

第 1.-1表 燃料加工建屋の安全上重要な施設である構築物の範囲 

階
数 

部
屋 
番
号 

部屋名称 
汚染防止

に 
係る措置 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

部屋 
番号 

部屋 
名称 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○

変更なし

102 原料受払室 ○ ○
103 貯蔵容器一時保管室 ○ － 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － 

105 北第1制御盤室 ○ － 

106 北エレベータ ○ － 

… … … … …

第 1.-2 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

変更前 変更後 

添付図 主要寸法(m) 材料 主要寸法(m) *1 材料 

添付書類 

Ⅸ-2 添付図

第〇図 

<1> ○○(○○*1) ○○*2

変更なし 

<2> ○○(○○*1) ○○*2

<3> ○○(○○*1) ○○*2

<4> ○○(○○*1) ○○*2

<5> ○○(○○*1) ○○*2

<6> ○○(○○*1) ○○*2

<7> ○○(○○*1) ○○*2

<8> ○○(○○*1) ○○*2

… … … … … 

<H1*3> ○○(○○) ○○ 変更なし 

*1：公称値を示す。

*2：○○○○○○ 密度〇kg/m3以上 
*3：しゃへい蓋<H1>を〇基設置する。また，しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コン

クリート保護のためステンレス鋼により被覆する。

第 1.-2 表は、壁厚さは遮蔽上期待する壁厚さを記載する。
また、しゃへい扉＜D(番号)＞、しゃへい蓋＜H(番号)＞も
示す。 

遮蔽の添付書類で展開 

建屋の平面図で展開 

基本設計方針で

展開。 
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仕様表の記載項目（機種：6.熱交換器（冷却塔（標準）））

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

名称 
－ 

安全冷却水 B 冷却塔 

（機器番号） 

種類 － 〇〇 

設
計
条
件

機器の種類 － 〇〇 

耐震クラス － 〇〇 

航空機に対する防護 
－ 

航空機の衝突に対し，～

～分離配置する。 

流体の種類 － 〇〇 

冷
却
塔

容量（設計熱交換量） MW/個 〇〇 

最高使用圧力 MPa 〇〇 

最高使用温度 ℃ 〇〇 

伝熱面積（フィン外表面） m２/個 〇〇 

仕
様

主要寸法 

全長 mm 〇〇 

全幅 mm 〇〇 

全高 mm 〇〇 

主要材料 
伝熱管（内管） － 〇〇 

ヘッダー － 〇〇 

個数 － 〇〇 

特記事項 本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

変更前 変更後 

名称 － 

再処理本体用

安全冷却水系

冷却塔B*1 

種類 － 
基礎：〇〇 

冷却塔：〇〇 

支持地盤の許容支持力度 MPa 
長期：〇 

短期：〇 
― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇*2 

流体の種類 － 〇〇 

冷
却
塔

容量（設計熱交換量） MW／個 〇〇*3

最高使用圧力 MPa 〇〇 

最高使用温度 ℃ 〇〇 

伝熱面積（伝熱管及びフィ

ン外表面）*4 m2／個 〇〇*3

主
要
寸
法

全長 ㎜ 〇〇*3 

全幅 ㎜ 〇〇*3 

全高 ㎜ 〇〇*3 

主
要
材
料

伝熱管（内管） － 〇〇 

フィン － 〇〇*5 

ヘッダー － 〇〇 

原
動
機

種類 － 〇〇 

出力 kW/個 〇〇 

個数 － 〇〇 

個数 － 〇〇 

取
付
箇
所

系統名（ライン名） － 〇〇*5

設置床 － 〇〇*5

溢水防護上の区画番号 － － 

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ － 

化学薬品防護上の区画番号 － － 

化学薬品防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ － 

 
 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 
地震によ
る損傷の
防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機能が喪
失した場合の影響の相
対的な程度に応じた地
震力に十分耐えること
ができる設計

耐震評価における設備外
形 
主要寸法 
全長：○○mm 
全幅：○○mm 
全高：○○mm 

第十二条 
溢水防護 

没水に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没水の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

溢水に対する考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、溢水防護上
の区画番号、溢水防護上
の配慮が必要な高さ） 

第十三条 
化学薬品
防護 

没液に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没液の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

化学薬品漏えいに対する
考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、化学薬品防
護上の区画番号、化学薬
品防護上の配慮が必要な
高さ） 

第十七条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
主要材料： 
伝熱管（内菅）：○○ 
フィン：○○ 
ヘッダー：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa
最高使用温度：○○℃ 

第十九条 
使用済燃
料貯蔵 

使用済燃料
の崩壊熱除
去機能 

【手段：設備】 
・1系列運転でも燃料
貯蔵プール水温を 65℃
以下に保ち、2系列運
転の場合は燃料貯蔵プ
ールの水温を 50℃以下
に維持する設計

安全冷却水系冷却塔の冷
却能力 
容量（設計熱交換量）：
○MW／個
伝熱面積：○m２／個

当該機器分類については、上記により溢水防護/化学薬

品防護に係る要求事項が追加となることから、仕様表

記載項目に追加 

添付－１ 
（2／16） 

主要設備リストで

展開。 分離配置は配置

図で示す。 

安全上重要な施設の基

本設計方針で展開。 

注記記載から仕様表

記載項目に見直し。 
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（つづき） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

注記：１）：単位は（kcal/h/個） 
２）：単位は（kg/cm2） 
３）：安全冷却水 A冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 
  安全冷却水 B冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付ける。 

４）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要寸法は，以下とする。 
南北方向：○m（外壁外面寸法） 
東西方向：○m（外壁外面寸法） 
厚  さ：○m 

５）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に定める SD345 
コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート

設計基準強度 ○N/㎜ 2（○kgf/cm2） 
マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度 ○N/㎜ 2（○

kgf/cm2） 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容

支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長
期：○MPa（○kgf/cm2），短期：○MPa（○kgf/cm2）とする。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，基
準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

注記：*1 記載の適正化を行う。既設工認には「安全冷却水B冷却塔」と記載。 

*2 使用前検査における短期許容支持力度から換算した値である。また，

マンメイドロック（MMR）については，地盤を介して支持するため，

コンクリート設計基準強度以上を有する設計とする。

*3 公称値を示す。

*4 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 

*5 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

主要設備リスト

で展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

基礎については、

構造図で示す。 

支持地盤の許容支持力度に

ついては、仕様表に記載。 
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仕様表の記載項目（機種：1.建物・構築物（飛来物防護ネット（標準）））

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

（新規設備のため、該当する仕様表なし） 

注記：*1 飛来物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する。 

*2 公称値を示す。

変更前 変更後 

名 称 －
○○の飛来物防護ネ

ット 

種 類 － ○○ 

支 持 地 盤 － 鷹架層*1 

主 要 

寸 法 

ネ ッ ト

線径 mm ○○*2

網目 mm ○○*2

防 護 板 厚さ mm ○○*2

支 持 

架 構 

たて mm ○○*2

よこ mm ○○*2

高さ mm ○○*2

主 要 

材 料 

ネ ッ ト － ○○ 

防 護 板 － ○○ 

支 持 

架 構 
－ 

○○ 

基 数 － ○式

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 
様式-6 様式-7 

第六条 
地震による損傷の
防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機
能が喪失した場
合の影響の相対
的な程度に応じ
た地震力に十分
耐えることがで
きる設計

耐震評価における設備外
形 
主要寸法： 

たて ○○ 

よこ ○○ 

高さ ○○ 

第八条 
外部からの衝撃に
よる損傷の防止
（竜巻） 

設計飛来
物の貫通
を防止す
る設計 

【手段：評価】 
・飛来物防護ネ
ットは、設計飛来
物の通過を防止
する設計とする。 

設計飛来物の通過防止 
主要寸法： 
ネットの線径 ○○ 

網目 ○○ 
主要材料：○○ 

【手段：設備】 
・竜巻防護対策
設備は飛来物防
護板及び飛来物
防護ネットで構
成する。

竜巻防護設備の構成 
主要材料； 
飛来物防護板 ○○ 
飛来物防護ネット 
ネット  ○○ 
支持架構 ○○ 

【手段：評価】 
・飛来物防護板
は、設計飛来物の
衝突に際し、飛来
物防護板の貫通
を防止する設計
とする。

設計飛来物の貫通防止 
主要寸法： 
防護板：厚さ ○○ 
主要材料：○○ 

添付－１ 
（3／16） 
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仕様表の記載項目（機種：8.主要配管（主配管（標準）））※既認可：再処理の例

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

注記 1）：単位は（kg／cm２） 

  2）：本設備は，Bクラスであるが，Aクラスの可溶性中性子吸収材緊急供給

系の支援機能を持つため，構造強度上基準地震動 S1による確認を行

う。 

  3）：本配管上の弁により耐震クラスが区分され，弁以降は Cクラスである。 

  4）：配管には保温材を使用し，それ以外の配管には保温材は使用していな

い。 

変
更

後
 

備
考
 

配
管

番
号
 

○
○

２
）

○
○

○
○

２
）

注
記
：
１
）
 
公
称
値
を
示
す
。
 

２
）

本
配
管
に
は
保
温
材
を
使
用
す
る
。

仕
様
 

主
要

材
料
 

○
○

○
○

○
○

厚
さ

(
mm
) 

○
○

１
）

○
○

１
）

○
○

１
）

外
径
 

(
mm
) 

○
○

１
）

○
○

１
）

○
○

１
）

設
計

条
件
 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃
) 

○
○

○
○

○
○

最
高

使
 

用
圧

力
 

(
MP
a
) 

○
○

○
○

○
○

流
体

の
 

種
類
 

○
○

○
○

○
○

名
称
 

○
○

～
 

○
○

入
口

(
Z
r
側

)
 

異
材

接
合

部
 

出
口

(
S
U
S
側

)
 

内
菅

 

外
管

 

○
○

～
 

○
○

○
○

～
 

○
○

○ ○ 系

変
更

前
 

備
考
 

配
管

番
号
 

○
○

２
）

○
○

○
○

２
）

仕
様
 

主
要

材
料
 

○
○

○
○

○
○

厚
さ
 

(
mm
) 

○
○

１
）

○
○

１
）

○
○

１
）

外
径
 

(
mm
) 

○
○

１
）

○
○

１
）

○
○

１
）

設
計

条
件
 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃
) 

○
○

○
○

○
○

最
高

使

用
圧

力
 

(
MP
a
) 

○
○

○
○

○
○

流
体

の
 

種
類
 

○
○

○
○

○
○

名
称
 

○
○

～
 

○
○

入
口

(
Z
r
側

)
 

異
材

接
合

部
 

出
口

(
S
U
S
側

)
 

内
菅

 

外
管

 

○
○

～
 

○
○

○
○

～
 

○
○

○ ○ 系

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第八条 
外部から
の衝撃に
よる破損
防止（凍
結） 

凍結防止対
策 

【手段：設備】 
・凍結のおそれのある
ものに対して保温等の
凍結防止対策を行う設
計。

凍結防止対策 
保温材の設置 

第十五条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
外径：○○mm 
厚さ：○○mm 
主要材料：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa
最高使用温度：○○℃ 

添付－１ 
（4／16） 

主要設備リスト

で示す。 配管の通過部屋は

系統図で示す。 

旧単位系記載の

ため、SI 単位系表

記に統一すること

に伴い適正化。 

主要設備リストで示す。 
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仕様表の記載項目（機種：2.容器（容器①（トラップ））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

対応する加工事
業許可 

許可番号（日付） 平成 20･12･16原第 3号（平成 22年 1月 21日付） 
主要な設備及び機器
の種類 

濃縮施設 

許可との対応 上記濃縮施設の構成機器 

設備・機器名称 ＵＦ6処理設備 
設備・機器の区分 本体 
設置場所 2C中間室 2A中間室 
機器名 2C廃品コールドトラップ 2A廃品コールドトラップ 
変更内容 平成 18・06・22原第 16号（平成 18年 7月 11日付け）にて認可を

受けた濃縮施設のＵＦ6 処理設備の廃品コールドトラップ 4 基のう
ち廃品コールドトラップ 3基の設置場所を 2C中間室から 2A中間室
に変更する（変更箇所を下線にて示す）。 

台数 1基 3基 

一
般
仕
様

型式 〇〇式 
主要な構造材 〇〇鋼（〇〇） 

寸法（単位：mm） 
内  径：〇〇 mm以下 
全  長：〇〇mm 
肉  厚： 〇〇mm以上 

温度、圧力 
使用温度：〇〇℃～〇〇℃ 
使用圧力：大気圧以下  

その他の構成機器 ―――――― 
その他の性能 容量：約〇〇 kg-U／基、捕集効率：〇〇 ％以上 
核燃料物質の状態 固体ＵＦ６

技
術
基
準
に
対
す
る
仕
様

核燃料物質の臨界防止 ―――――― 
火災等による損傷の防止 ―――――― 
耐震性 耐震重要度分類：第１類 

基礎ボルト 
・材質：炭素鋼
・呼び径：M〇〇

耐震重要度分類：第１類 
据付ボルト 
・材質：〇〇
・呼び径：M〇〇
基礎ボルト 
・材質：〇〇
・呼び径：M〇〇

材料及び構造 ① 材料：〇〇鋼（〇〇）
主要材料は、UF6に対して耐食性を有する〇〇鋼（〇〇）とする。
② 構造：設計上必要な強度及び漏えいのない構造とする。
〔外圧(〇〇kPa[abs])に対する耐圧強度〕
・〇〇mm以上の肉厚（胴本体、鏡板）
〔漏えいのない構造〕
・本体及び配管との取合部は、溶接又はミゾ型フランジ継手（耐 UF6
ガスケット使用）等により漏えいのない構造とする。

閉じ込めの機能 ―――――― 
しゃへい ―――――― 
換気 ―――――― 
核燃料物質等による汚染の防止 － 
安全上重要な施設 － 
搬送設備 － 
警報設備等 UF6 圧力は大気圧以下として取扱い、加熱中に廃品コールドトラッ

プの圧力又は温度がそれぞれ〇〇 kPa（〇〇Torr）［abs］、〇〇℃を
超えない範囲で警報を発し、自動的に熱源を切る。 
本インターロックを図－８、図－９に示す。 

廃棄施設 － 
放射線管理施設 － 
非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める仕様 設備・機器は不燃性又は難燃性材料を主として使用する。 
添付図 － 

変更前 変更後 

名 称*1 － 
2A廃品コールドトラ

ップ 

変更なし 

種 類*2 － ・〇〇式

容量*7 
kg-

U/基 

約〇〇 

捕集効率*7 ％ 〇〇以上 

最高使用圧力 － 大気圧以下 

最高使用温度 ℃ 〇〇 ～〇〇 

流体等の種類*3 － 固体 UF6、気体 UF6 

臨界管理 － － 

主要寸

法 

内径 mm 〇〇（〇〇*6） 

全長 mm 〇〇〇〇 

肉厚 mm 〇〇(〇*6) 

主要材

料 

胴本体 － 〇〇 

鏡板 － 〇〇 

個 数*4 基 4 

取

付

箇

所 

設置床(室名称)*5 － 2A中間室 

備考 － 

インターロック機能:

・圧力異常高又は温度

異常高による加熱停止

のインターロック

インターロック機能：

・圧力異常高又は温度

異常高による加熱停止

のインターロック

・地震発生時の加熱停

止のインターロック

・廃品ガス移送ヘッダ

配管圧力異常上昇によ

るガス移送停止のイン

ターロック*8

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*6：公称値を示す。

*7：通常の運転時に必要となる設計条件

*8：インターロック機能に係る仕様を○○に示す。

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ

る損傷の

防止 

設備・機器の耐

震設計 

【手段：設備】①②③ 

（設備及び機器の耐震設計） 

・静的設計法

・波及的影響の考慮

・上位分類と一体設計が必要な

場合は、上位分類で設計

・剛構造を基本とし、非剛構造は

適切な方法で設計

・耐震重要度分類に応じた一次

設計、二次設計の実施

耐震重要度分類：第１

類 

据付ボルト 

・材質：〇〇

・呼び径：M〇〇

基礎ボルト

・材質：〇〇

・呼び径：M〇〇

第十五条 

材料及び

構造 

設計条件にお

ける変形 

【手段：設備】② 

・設計上定める条件において、

全体的な変形を弾性域に抑える

設計

使用条件に対する材料

強度確保（耐圧強度

（耐食性含む）） 

設計圧力：大気圧以下 

設計温度：〇〇℃～〇

〇℃ 

内径：〇〇mm以下 

肉厚：〇〇mm以上 

主要材料：〇〇鋼（〇

〇） 

設計条件にお

ける座屈 

【手段：設備】③ 

・容器等は、設計上定める条件

において、座屈が生じない設計

耐圧強度 

設計圧力：大気圧以下 

設計温度：〇〇℃～〇

〇℃ 

内径：〇〇mm以下 

肉厚：〇〇mm以上 

主要材料：〇〇鋼（〇

〇） 

第十八条 

警報設備

等 

閉じ込め機能

維持に係る警

報機能・イン

ターロック機

能

【手段：設備】②-1、②-2 

（UF6処理設備） 

・圧力異常高又は温度異常高に

よる加熱停止のインターロック

インターロック機能:

・圧力異常高又は温度

異常高による加熱停止

のインターロック

閉じ込め機能

維持に係る警

報機能・イン

ターロック機

能

【手段：設備】②-9～②-13 

（UF6処理設備） 

・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力

異常上昇によるガス移送停止の

インターロック

・地震発生時の加熱停止のイン

ターロック

インターロック機能：

・地震発生時の加熱停

止のインターロック

・廃品ガス移送ヘッダ

配管圧力異常上昇によ

るガス移送停止のイン

ターロック

添付－１ 
（5/16） 

本機器については、上記のイ

ンターロックの要求が追加
インターロック機能については、検出器、
警報機能等の情報に係る仕様表を別途作
成し、記載する。

主要設備リストにて展開。 
図面類については添付

書類にて示す。 基本設計方針にて展開。 
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仕様表の記載項目（機種：3.ポンプ（ポンプ（標準）） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

表－１ UF6処理設備の仕様（2Aカスケード排気系ブースタポンプ（CS系） 

設備機器名称 
2A カスケード排気系ブースタポ

ンプ（CS系）

区

分 
UF6処理設備 

台数 1基 

設置場所 2A中間室 

設
計
条
件

臨界管理 ――――― 

放射線防護 ――――― 

耐震 第２類 

材料・構造 

（温度、圧力） 

温度：常温 

圧力：大気圧以下 

仕
様

型式 ルーツブロワ式

主要寸法 

幅 ： ○○ mm 

奥  行： ○○ mm 

高  さ： ○○ mm 

主要材料 アルミニウム合金（○○）

性能 排気速度：○○ m3/h／基 以上 

核燃料物質の状態 気体UF6 

その他 

カスケード設備基礎列内圧力が 10Torr を超えない範囲で警報

を発するとともに当該カスケードを隔離し、2Aカスケード排気系

（CS系）を用いて排気する。 

ただし、2Aカスケード排気系（CS系）が使用できない場合は、

2号カスケード排気系（CB系）を用いて排気する。 

本インターロック図を図-32に示す。 

添付図 図－20、図－23 

表－１ UF6処理設備の仕様（2Aカスケード排気系ブースタポンプ（CS系） 

変更前 変更後 

名 称*1 － 

2Aカスケード排

気系ブースタポ

ンプ（CS系）

変更なし 種 類*2 － ルーツブロワ式

流体等の種類*3 － 気体 UF6 

最高使用圧力 － 大気圧以下 

最高使用温度 ℃ 常温 

容量*7 － ○○ m3/h/基 ○○ m3/h/基

揚程 － 

変更なし 

吐出圧力 － 

原
動
機

種類 ○○

出力 ○○

個数 ○○

取付箇所 ○○

主
要
寸
法

幅 mm ○○ ○○ 

奥行 mm ○○ ○○ 

高さ mm ○○ ○○ 

主
要
材
料

ケーシング － ○○ ○○*6

個 数*4 基 1 

変更なし 取
付
箇
所

設置床(室名称)*5 － 2A中間室 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*6：○○に基づく構造材。

*7：通常の運転時に必要となる設計条件

技術基準 様式-6 様式-7 主な仕様 

第十条 閉

じ込めの機

能 

内包する物質

の種類に応じ

た腐食対策 

【手段：設備】②-1 

・耐食性を有する材料の使用

耐食性（主要材

料：アルミニウム

合金又は鋳鉄） 

添付－１ 
（6/16） 

本機器については、上記により既認可から

追加要求事項等がないことを確認 

主要設備リストにて展開。 

許可で本インターロック

は生産系へ変更済み（自

主設置設備）であるため

転記しない 

図面類については添付

書類にて示す。 
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仕様表の記載項目（機種：5.排風機（排風機①（溢水））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

表－８ 気体廃棄物の廃棄設備の仕様（均質室系排風機） 

設備機器名称 均質室系排風機 
区

分 
気体廃棄物の廃棄設備 

台数 ２基（１００％×２） 

設置場所 排気室 

設
計
条
件

臨界管理 ――――― 

放射線防護 ――――― 

耐震 第２類 

材料・構造 

（温度、圧力） 

温度：常温 

圧力：―― 

仕
様

型式 遠心式 

主要寸法 

幅 ： 約〇〇 mm 

奥  行： 約〇〇 mm 

高  さ： 約〇〇 mm 

主要材料 ○○○

性能 風量：〇〇 m3/h／基 以上 

核燃料物質の状態 ――――― 

その他 (1) 第 1種管理区域の均質室系の室内が正圧になることを防ぐた

め、以下のインターロックを設ける。

a.起動時には均質系排風機を均質室系還気送風機および分析室

送風機より先に起動させる。また、均質室系還気送風機は、均質

室系送風機より先に起動させる。

b.停止時には、均質室系還気送風機および分析室送風機を均質室

系排風機より先に停止させる。また、均質室系送風機は、均質室

系還気送風機より先に停止させる。

c.運転中の均質室系排風機の故障時には、待機中の均質室系排風

機を起動し、排気設備の運転を継続する。

本インターロックを図-20に示す。

(2) 安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこ

れらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができる構造

とする。

添付図 図－8、図－14 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*5：インターロック機能に係る仕様を○○に示す。

変更前 変更後 

名 称*1 － 1号均質室系排風機 

変更なし 

種 類*2 － 遠心式 

最高使用圧力 － 大気圧以下 

最高使用温度 ℃ 常温 

容量 
m3/h

/基 
〇〇 

流体の種類 － 空気 

主要寸

法 

幅 mm 約〇〇 

奥行 mm 約〇〇 

高さ mm 約〇〇 

主要材

料 
ケーシング mm 〇〇 

個 数*3 基 2（内予備 1基） 

取

付

箇

所 

系統名（ライン名） － － 

設置床(室名称)*5 － 排気室（2階） 

溢水防護上の区画番号 － － 

溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － 

化学薬品防護上の区画番号 － － 

化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － 

原

動

機 

種類 － － 

出力 － － 

個数 － － 

取付箇所 － － 

備考 － 

インターロック機能：

第 1種管理区域の排気機能

維持*5 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ
る損傷の

防止 

設備・機器の
耐震設計 

【手段：設備】①②③ 

（設備及び機器の耐震設

計） 

・静的設計法

・波及的影響の考慮

・上位分類と一体設計が必

要な場合は、上位分類で設

計

・剛構造を基本とし、非剛

構造は適切な方法で設計

・耐震重要度分類に応じた
一次設計、二次設計の実施

耐震重要度分類：第 2類 

第十二条 

溢水によ

る損傷の

防止 

溢水防護対策 【手段：設備】② 

・排風機等は溢水が滞留し

ない排気室（2階）へ設置

する 

溢水が滞留しない排気室（2

階）に設置することで高さ

設定をしない 

第十八条 

警報設備

等 

放射性廃棄物

濃度に係る警

報機能 

【手段：設備】②-25 

（気体廃棄物の廃棄設備） 

・第１種管理区域が正圧に

ならない範囲で警報を発す

る 

インターロック機能：

第 1種管理区域の排気機能

維持 

第二十三

条 換気

設備 

換気能力 【手段：設備】換① 

・気体廃棄物の廃棄設備の

排気風量（室内容積に対し

て十分な換気能力を有す

る） 

換気風量（風量：〇〇m3/h/

基） 

本機器については、

上記の溢水防護の

要求が追加になる

ことから仕様表記

載項目を追加する。 

添付－１ 
（7/16） 

インターロック機能については、検出器、
警報機能等の情報に係る仕様表を別途作
成し、記載する。 

主要設備リストにて展開。 
図面類については添付

書類にて示す。 
基本設計方針にて展開。 
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仕様表の記載項目（機種：8.主要配管（主配管（標準））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 

表－１ UF6処理設備の仕様（主要配管） 

対応する加工

事業許可 

許可番号（日

付） 
平成 19･03･28原第 6号（平成 20年 3月 26日付け） 

主要な設備及び

機器の種類 
濃縮施設 

許可との対応 上記施設の構成機器 

設備・機器名称 UF6処理設備 

設備・機器の区分 本体 

設置場所 
2号発回均質室、2A中間室、2B中間室、2C中間室、付着ウラン回

収廃棄物室 

機器名 主要配管 

変更内容 
主要配管のうち、図-1に示す範囲を改造し、付着ウラン回収設備

の主要配管との取合部を設置する。 

台数 一式 

一
般
仕
様

型式 ――――― 

主要な構造材 〇〇鋼（〇〇） 

寸法 呼び径：〇〇A～〇〇A 

温度、圧力 

使用温度：電気ヒータによる加熱部分は〇〇℃以下、それ以外は

〇〇 

使用圧力：大気圧以下 

その他の構成機器 ――――― 

その他の性能 ――――― 

核燃料物質の状態 気体ＵＦ６ 

技
術
基
準
に
対
す
る
仕
様

核燃料物質の臨界防止 核的制限値：濃縮度 5％以下 

火災等による損傷の防止 主要材料：不燃性及び難燃性 

耐震性 
耐震重要度分類：第 1類（第 1類機器～隔離用遮断弁間） 

：第 2類 

材料及び構造 

① 材料：〇〇鋼（〇〇）

② 構造：外圧に対して必要な強度を有した漏えいのない構造と

する。 

・〇〇kPa（〇〇kgf/cm2）［abs］以上の耐圧性能（外圧）

・主要材料は UF6、IF7、IF5に対する耐食性を有する〇〇鋼（〇

〇）を使用し、溶接又はミゾ型フランジ継手（耐 UF6 用ガスケッ

ト使用）等により漏えいのない構造とする。

・弁は、無漏えい弁（ベローシール弁）を用いる。

閉じ込めの機能 本主要配管は常時負圧であり、本主要配管に接続する窒素ガス供

給配管には仕切弁を設けることから、UF6 が逆流するおそれはな

い。 

遮蔽 ――――― 

換気 ――――― 

核燃料物質等による汚染の

防止 
――――― 

安全上重要な施設 ――――― 

搬送設備 ――――― 

警報設備等 

UF6の配管中での凝固を防ぐため、UF6圧力が〇〇hPa［abs］を超

える配管及び弁に電気ヒータを巻き加熱する。加熱を要する配管

の温度が〇〇℃を超えない範囲で警報を発し、自動的にヒータの

電源を切る。 

廃棄施設 ――――― 

放射線管理施設 ――――― 

非常用電源設備 ――――― 

その他事業許可で求める仕様 ――――― 

添付図 図－2 

UF6処理設備 

1.主配管

変更前 変更後 

名称 
流体等

の種類 

最高使

用圧力 

（hPa） 

最高使

用温度 

（℃） 

口径 

（mm） 

厚さ 

(mm) 

主要 

材料 

配管 

番号 
名称 

流体等

の種類 

最高使用

圧力 

（hPa） 

最高使

用温度 

（℃） 

口径 

（mm） 

厚さ 

(mm) 

主要 

材料 

配管 

番号 

〇

〇

系 

○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

変更なし 
○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

＊JIS G3459のスケジュール 

様式－６，７等による要求事項の整理 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震による損傷

の防止 

設備・機器の耐震設

計 

【手段：設備】①②③ 

（設備及び機器の耐震設計） 

・静的設計法

・波及的影響の考慮

・上位分類と一体設計が必要な場合は、上位分類で

設計 

・剛構造を基本とし、非剛構造は適切な方法で設計 

・耐震重要度分類に応じた一次設計、二次設計の実

施 

耐震重要度分類： 

第 1類（第 1類機器～隔離用遮断弁間）、第 2類 

主要寸法：〇〇mm（〇〇） 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

第十条 閉じ込

めの機能 

内包する物質の種類

に応じた腐食対策 

【手段：設備】②-1 

・耐食性を有する材料の使用

耐食性 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

第十五条 材料

及び構造 

設計条件における変

形 

【手段：設備】② 

・設計上定める条件において、全体的な変形を弾

性域に抑える設計 

使用条件に対する材料強度確保（耐圧強度（耐食性含む）） 

設計圧力：大気圧以下 

設計温度：〇〇℃～〇〇℃ 

口径：〇〇mm 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

設計条件における座

屈 

【手段：設備】③ 

・容器等は、設計上定める条件において、座屈が

生じない設計 

耐圧強度 

設計圧力：大気圧以下 

設計温度：〇〇℃～〇〇℃ 

口径：〇〇mm 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

添付－１ 
（8/16） 

許可で本インターロックは生産系へ変更済

み（自主設置設備）であるため転記しない
図面類については添付

書類にて示す。 

主要設備リストにて展開。 

基本設計方針にて展開。 

許可にて、核的制限値：濃縮度 5％の対象を明確化（臨界の可能性がない

配管は削除）したため転記しない。 

基本設計方針にて展開。 本機器については、上記により既認可から

追加要求事項等がないことを確認 

配置は添付書類に

て示す。 
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仕様表の記載項目（機種：8.主要配管（ダクト（標準））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 

表－１４ 気体廃棄物の廃棄設備の仕様（主要排気ダクト） 

設備機器名称 
主要排気ダクト 区

分 
気体廃棄物の廃棄設備 

台数 一式 

設置場所 

A中間室、B中間室、発生回収室、搬送通路、管理廃水処理室、保

修室、ホット機械予備品室、前室、排気室、均質室、ホット計器

室、ホット電気予備品室、除染室、分析室、モニタエリア、更衣

エリア、予備室

設
計
条
件

臨界管理 ――――― 

放射線防護 ――――― 

耐震 第３類 

材料・構造 

（温度、圧力） 

温度：常温 

圧力：―― 

仕
様

型式 ――――― 

主要寸法 

幅 ：約〇〇～約〇〇mm 

奥  行：約〇〇～約〇〇mm 

呼び径：約〇〇～約〇〇mm 

主要材料 〇〇 

性能 ――――― 

核燃料物質の状態 ――――― 

その他 

(1) 増設時に対する考慮として、中間室における排気ダクトのつ

なぎ込みは、接続エリアに集中して管理を行う。

排気ダクトのつなぎ込み部は、中間室内及び末端に閉止板を設

け、中間室内の空気が外部へ漏えいすることを防止する。

(2) 耐震評価として、上位波及防止の観点から、第２類の静的地

震力によりダクトの応力評価を行う。

添付図 図－16、図－17 

気体廃棄物の廃棄設備 

1.主要排気ダクト

変更前 変更後 

名称 
流体等

の種類 

最高使

用圧力 

（hPa） 

最高使

用温度 

℃ 

外径 

mm 

厚さ 

mm 

主要 

材料 

設置 

場所 
名称 

流体等

の種類 

最高使

用圧力 

（hPa） 

最高使

用温度 

℃ 

外径 

mm 

厚さ 

mm 

主要 

材料 

設置 

場所 

〇

〇

系 

○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

変更なし 
○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

○○ 

～○○ 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

様式－６，７等による要求事項の整理 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地 震 に よ
る 損 傷 の
防止 

設備・機器の
耐震設計 

【手段：設備】①②③ 
（設備及び機器の耐震設

計） 
・静的設計法
・波及的影響の考慮

・上位分類と一体設計が必
要な場合は、上位分類で設
計

・剛構造を基本とし、非剛
構造は適切な方法で設計
・耐震重要度分類に応じた

一次設計、二次設計の実施

耐震重要度分類：第 2類 
主要寸法： 

幅 ：約〇〇～約〇〇mm  
奥行：約〇〇～約〇〇mm 
呼び径：約〇〇～約〇〇mm 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

第十条 

閉じ込め

の機能 

内包する物質

の種類に応じ

た腐食対策 

【手段：設備】②-1 

・耐食性を有する材料の

使用 

耐食性 

主要材料：〇〇鋼（〇〇） 

添付－１ 
（9/16） 

本機器については、

左記により既認可か

ら追加要求事項等が

ないことを確認 

図面類については添付

書類にて示す。 
主要設備リストにて展開。 

基本設計方針にて展開。 

既認可の工事内容に係

る注意事項であるため、

仕様表に転記しない。 
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仕様表の記載項目（機種：9.フィルタ（フィルタ①（溢水））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

表－３ 気体廃棄物の廃棄設備の仕様（均質室系排気フィルタユニット） 

設備機器名称 
均質室系排気フィルタユニット 区

分 
気体廃棄物の廃棄設備 

台数 14基 

設置場所 排気室 

設
計
条
件

臨界管理 ――――― 

放射線防護 ――――― 

耐震 第２類 

材料・構造 

（温度、圧力） 

温度：常温 

圧力：―― 

仕
様

型式 〇〇型（〇〇） 

主要寸法 

幅 ：約〇〇mm 

奥  行：約〇〇mm 

高  さ：約〇〇mm 

主要材料 〇〇（〇〇） 

性能 フィルタユニット捕集効率 〇〇％以上

核燃料物質の状態 ――――― 

その他 

(1) 増設時に対する考慮として、中間室における排気ダクトのつ

なぎ込みは、接続エリアに集中して管理を行う。

排気ダクトのつなぎ込み部は、中間室内及び末端に閉止板を設

け、中間室内の空気が外部へ漏えいすることを防止する。

(2) 耐震評価として、上位波及防止の観点から、第２類の静的地

震力によりダクトの応力評価を行う。

添付図 図－16、図－17 

変更前 変更後 

名 称*1 － 
1号均質室系排気フィルタユ

ニット

変更なし 

種 類*2 － 

バンク型（プレフィルタ 1

段、高性能エアフィルタ 1

段） 

最高使用圧力 － － 

最高使用温度 － 常温 

効率 
高性能エア

フィルタ
% 

〇〇 以上 

容量 
m3/h

/基 
○○（1基あたり）

主要

寸法 

幅 mm ○○

奥行 mm ○○

高さ mm ○○

主要

材質 

枠材 － ○○

ろ材 － ○○ 

個 数*3 基 14（内予備 1基） 

取

付

箇

所 

系統名（ライ

ン名）
－ 

1号均質系 

設置床(室名

称)*5 
－ 排気室（2階） 

溢水防護上の

区画番号 
－ － 

溢水防護上の

配慮が必要な

高さ 

－ － 

化学薬品防護

上の区画番号 
－ － 

化学薬品防護

上の配慮が必

要な高さ 

－ － 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ

る損傷の

防止 

設備・機器の

耐震設計 

【手段：設備】①②③ 

（設備及び機器の耐震設

計） 

・静的設計法

・波及的影響の考慮

・上位分類と一体設計が必

要な場合は、上位分類で設

計

・剛構造を基本とし、非剛

構造は適切な方法で設計

・耐震重要度分類に応じ

た一次設計、二次設計の

実施

耐震重要度分類：第 2類 

第 十 二 条 

溢 水 に よ

る 損 傷 の

防止 

溢水防護対策 

【手段：設備】② 

・排風機等は溢水が滞留し

ない排気室（2 階）へ設置

する 

溢水が滞留しない排気室（2

階）に設置することで高さ設

定をしない。 

第二十条 

廃棄施設 

放射性廃棄物

を廃棄する能

力 

【手段：設備】① 

第 1種管理区域の気体廃

棄物の廃棄設備は放射性

物質の濃度を十分に低減

できる能力を有する設計

とする 

気体廃棄物の廃棄能力 

捕集効率：〇〇％以上 

本機器については、上記の溢水防護

の要求が追加になることから仕様

表記載項目を追加する。 

添付－１ 
（10/16） 

図面類については添付

書類にて示す。 
主要設備リストにて展開。 

既認可の工事内容に係

る注意事項であるため、

転記しない。 
基本設計方針にて展開。 
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仕様表の記載項目（機種：12.機械装置（遠心分離機）） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

設備・機器名称 カスケード設備
設置場所 2Aカスケード室 
機器名 遠心分離機 

台数 〇〇機（〇〇台）（〇〇） 
〇〇機（〇〇台）（〇〇） 

変更の内容 ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更及び 1 G応力評価の追加）
・シートの施工

技
術
基
準
へ
の
適
合

臨界 
・核的制限値：濃縮度 5 %
・十分な裕度を見込んだモデルにより臨界計算を行い実効増倍率 0.95以下とする。

火災 主要な構造材は、不燃性の〇〇（〇〇）、〇〇（〇〇）、〇〇（〇〇）を使用する。 
地盤 N値 50以上の地耐力を有する地盤に設置する建物に収納する設計とする。 

地震によ
る損傷の
防止 

耐震重要度分類：第 2類 
（設計基準を超える条件に対する設計上の考慮として、応力の高くなる部位に対して 1 G
の地震力で応力評価を行う。） 
【ブロック配管】 

・材質：〇〇（〇〇）、口径：〇〇A、〇〇A
【基礎ボルト】 

・材質：〇〇（〇〇）、呼び径：M〇〇、本数：〇〇本/台
【据付ボルト】 

・材質：〇〇（〇〇）、呼び径：M〇〇、本数：〇〇本（〇〇本/機）
支持する建物：2号カスケード棟（耐震重要度分類：第 2類） 

津波 標高約 36 m、海岸から約 3 km離れた丘陵地帯に位置する建物に収納する設計とする。 

外部から
の衝撃に
よる損傷
の防止 

・敷地及び敷地周辺の状況から想定される自然現象及び人為事象により安全機能が損なわ
れないよう建物（2号カスケード棟）に収納するとともに日本産業規格等に基づき設計す
る。

・竜巻：機器については、設計上想定する竜巻の最大風速に対する設備又は運用による竜巻
防護対策として、容易に飛散しないよう基礎ボルト等により固定する設計とする。 

不法侵入
等 － 

溢水 － 

材料及び
構造 

① 材料
主要な構造材として、UF6に対する耐食性を有する材料を使用する。
・ケーシング：〇〇（〇〇）
・上フランジ：〇〇（〇〇）
・下フランジ：〇〇（〇〇）
・ブロック配管：〇〇（〇〇）

② 構造
溶接又は耐 UF6用ガスケット使用のミゾ型フランジ継手により漏えいのない構造とし、

外圧に対する耐圧強度として以下の設計とする。 
・〇〇 mm以上の肉厚（〇〇（〇〇））
・〇〇 mm以上の肉厚（〇〇（〇〇））
・〇〇 mm以上の肉厚（〇〇（〇〇））
・ブロック配管（〇〇鋼）は JIS規格による肉厚（〇〇A：〇〇S、〇〇A：〇〇S）とす
る。
また、回転体が破損しても真空気密性能を確保できるように以下の設計とする。
・ケーシング肉厚：〇〇 mm以上（〇〇）
・下端板外径：〇〇 mm
・下端板外周部肉厚：〇〇 mm

閉じ込め
の機能 

・「材料及び構造」に示す漏えいのない構造とし、閉じ込め機能を確保する設計とする。 
・保温材等により覆われていない部分からの UF6の漏えい時に、従事者が UF6及び HF に直
接暴露されることを防止するためのシートを施工する（シート：ポリオレフィン系エラ
ストマーシート（耐食性を有する難燃性材料）、取付け用構造材：鋼材）。（図－５）

遮蔽 （直接線及びスカイシャイン線による線量の評価は、次回以降の申請にて適合を確認） 
換気 － 
汚染の防
止 － 

安全機能
を有する
施設 

・通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件（温度、湿度等）において、その
安全機能を発揮することができるように設計する。

・安全機能を維持するための検査及び試験、安全機能を健全に維持するための保守及び修
理ができるように、機器は作業者の立入りが可能となるように設置する設計とする。遠
心分離機本体については、故障により回転体が破損しても、閉じ込め機能を維持できる
設計とし、回転体の破損により運転ができなくなった場合には、修理を行わず停止状態
で当該機を隔離する。

・「材料及び構造」に示す漏えいのない構造とし、ケーシングの肉厚を確保し、必要な強度
を持たせる設計とする。 

変更前 変更後 

名 称*1 － 

－*8 

遠心分離機（RE-〇〇） 

種 類*2 － － 

最高使用圧力 － 大気圧以下 

最高使用温度 ℃ 常温 

流体等の種類*3 － 気体 UF6 

臨界管理 
核的制
限値 

濃縮度 
% 

5 

主

要
寸
法 
*4

上フランジ 肉厚 ㎜ 〇〇 以上（〇〇*9） 

ケーシング

内径 ㎜ 〇〇 

高さ ㎜ 〇〇 

〇〇肉厚 ㎜ 〇〇 以上（〇〇*9） 

〇〇肉厚 ㎜ 〇〇 以上（〇〇*9） 

下端板外径 ㎜ 〇〇 

下端板外周
部肉厚 

㎜ 〇〇 

下フランジ 肉厚 ㎜ 〇〇 以上（〇〇*9） 

ブロック配管 
口径 － 

〇〇A（〇〇S）､〇〇A（〇〇
S） 

肉厚 － JIS規格による肉厚 

主
要
材

料 
*5

上フランジ － 〇〇（〇〇） 

ケーシング － 〇〇（〇〇） 

下フランジ － 〇〇（〇〇） 

ブロック配管 － 〇〇（〇〇） 

個 数*6 機 
RE-〇〇：〇〇（〇〇台） 
RE-〇〇：〇〇（〇〇台） 

取

付
箇
所 

設置床(室名称)*5 － 
2号発回均質棟 

（2Aカスケード室） 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。

*5：記載の適正化。既設工認には「主要な構造材」と記載。

*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*8：金属胴遠心機から新型遠心機への変更であるが、金属胴遠心機については別途申請の「新規制

基準への適合に係る申請（1 次～5 次申請）の 3 次申請」にて撤去することを申請しており、

認可済みであることから「－」とする。 

*9：公称値を示す。

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 

核燃料物

質の臨界

防止 

単一ユニット

の臨界防止 

(核的制限値の

設定等) 

【評価結果】②⑤ 

・核的制限値の設定

核的制限値の設定（濃縮度） 

濃縮度：5% 

第六条 

地震によ

る損傷の

防止 

設備・機器の

耐震設計 

【手段：設備】①②③ 
（設備及び機器の耐震
設計） 

・静的設計法
・波及的影響の考慮
・上位分類と一体設計

が必要な場合は、上位
分類で設計
・剛構造を基本とし、

非剛構造は適切な方法
で設計

・耐震重要度分類に応

じた一次設計、二次設

計の実施

耐震重要度分類：第 2類 

（設計基準を超える条件に対

する設計上の考慮として、応

力の高くなる部位に対して 1 G

の地震力で応力評価を行う。） 

【ブロック配管】 

・材質：〇〇（〇〇）、口径：

〇〇A、〇〇A

【基礎ボルト】

・材質：〇〇（〇〇）、呼び

径：M〇〇、本数：〇〇本/台

【据付ボルト】

・材質：〇〇（〇〇）、呼び

径：M〇〇、本数：〇〇本（〇

〇本/機）

支持する建物：2号カスケード

棟（耐震重要度分類：第 2

類）

第十条 

閉じ込め

の機能 

内包する物質

の種類に応じ

た腐食対策 

【手段：設備】②-1 

・耐食性を有する材料

の使用

耐食性 

主要材料： 

ケーシング：〇〇（〇〇）

上フランジ：〇〇（〇〇）

下フランジ：〇〇（〇〇）

ブロック配管：〇〇（〇〇）

第十五条 

材料及び

構造 

設計条件にお

ける変形 

【手段：設備】② 

・設計上定める条件に

おいて、全体的な変形

を弾性域に抑える設計

回転体破損時の閉じ込め機能

維持 

主要寸法： 

上フランジ肉厚：〇〇mm以上 

ケーシング内径：〇〇mm

〇〇肉厚：〇〇mm以上

〇〇肉厚：〇〇mm以上

下端板外径：〇〇mm

下端板外周部肉厚：〇〇mm

下フランジ肉厚：〇〇mm以上

主要材料：

ケーシング：〇〇（〇〇）

上フランジ：〇〇（〇〇）

下フランジ：〇〇（〇〇）

ブロック配管：〇〇（〇〇）

本機器については、上記により既認

可から追加要求事項等がないこと

を確認 

（記載中略） 

（以下、記載省略） 

添付－１ 
（11/16） 主要設備リストにて展開。 

基本設計方針にて展開。 基本設計方針にて展開。 
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仕様表の記載項目（機種：13.電気設備（無停電電源装置（標準））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

対応する加工
事業許可 

許可番号（日付） 平成 20･12･16原第 3号（平成 22年 1月 21日付） 
主要な設備及び機器
の種類 

その他の加工施設 

許可との対応 上記施設の構成機器 

設備・機器名称 非常用設備 
設備・機器の区分 本体 
設置場所 常用電源室、非常用電源室 
機器名 １号無停電電源装置Ａ－１ 

１号無停電電源装置Ｂ－１ 
変更内容 １号無停電電源装置の設備更新に伴い既設の１号無停電電源装置

及び１号予備無停電電源装置を撤去し、１号無停電電源装置Ａ－１
及びＢ－１を設置する。 

台数 １号無停電電源装置Ａ－１：１式 
１号無停電電源装置Ｂ－１：１式 
（１号無停電電源装置Ａ－１及びＢ－１は、インバータ盤、出力切
替盤、蓄電池盤の各１面ずつ計３面で１式として構成される。） 

一
般
仕
様

型式 インバータ盤
〇〇型インバータ
(容量：35kVA／基)

出力切替盤 蓄電池盤 
(容量：150 Ah／10 
hr／基) 

主要な構造材 〇〇（筐体） 〇〇（筐体） 〇〇（筐体） 
寸法（単位：mm） 幅 ：〇〇 mm 

奥行： 〇〇 mm 
高さ：〇〇 mm 

幅 ：〇〇 mm 
奥行： 〇〇 mm 
高さ：〇〇 mm 

幅 ：〇〇mm 
奥行： 〇〇 mm 
高さ：〇〇 mm 

温度、圧力 ―――――― ―――――― ―――――― 
その他の構成機器 ―――――― ―――――― ―――――― 
その他の性能 ―――――― ―――――― ―――――― 
核燃料物質の状態 ―――――― ―――――― ―――――― 

技
術
基
準
に
対
す
る
仕
様

核燃料物質の臨界防止 ―――――― 
火災等による損傷の防止 可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 
耐震性 耐震重要度分類：第 2類 

据付ボルト 
・材質：〇〇（〇〇）
・呼び径：M〇〇及び M〇〇
基礎ボルト
・材質：〇〇（SS〇〇）
・呼び径：M〇〇

材料及び構造 ―――――― 
閉じ込めの機能 ―――――― 
しゃへい ―――――― 
換気 ―――――― 
核燃料物質等による汚染の防止 ―――――― 
安全上重要な施設 ―――――― 
搬送設備 ―――――― 
警報設備等 ―――――― 
廃棄施設 ―――――― 
放射線管理施設 ―――――― 
非常用電源設備 １号無停電電源装置Ａ－１及びＢ－１は、外部電源瞬時電圧降下

時又は外部電源喪失時に、シリンダ圧力の計測制御回路等安全上必
要な計測制御装置に連続して電力を供給する。 

その他事業許可で求める仕様 ―――――― 
添付図 図－１～８ 

変更前 変更後 

名 称*1 － 1号無停電電源装置 

変更なし 

種 類*2 － 

インバータ盤

出力切替盤

蓄電池盤 

容量 

インバータ盤 kVA/台 35 

蓄電池盤 
Ah/10 

hr/基 
150以上 

電圧 
入力 

V 400 
出力 

周波数 
入力 

Hz 50 
出力 

主要寸法 

インバータ盤

幅 mm 〇〇 

奥行 mm 〇〇 

高さ mm 〇〇 

出力切替盤 

幅 mm 〇〇 

奥行 mm 〇〇 

高さ mm 〇〇 

蓄電池盤 

幅 mm 〇〇 

奥行 mm 〇〇 

高さ mm 〇〇 

個 数*3 台 4*6

取

付

箇

所 

設置床(室名称)*5 － 
常用電源室、 

非常用電源室 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*5：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。

*6：1台は、インバータ盤、出力切替盤、蓄電池盤の各 1面ずつの 3面で構成される

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 

地震によ
る損傷の
防止 

設備・機器の
耐震設計 

【手段：設備】①②③ 
（設備及び機器の耐震設
計） 

・静的設計法
・波及的影響の考慮
・上位分類と一体設計が

必要な場合は、上位分類
で設計
・剛構造を基本とし、非

剛構造は適切な方法で設
計
・耐震重要度分類に応じ

た一次設計、二次設計の
実施

耐震重要度分類：第 2類 

据付ボルト 
・材質：〇〇（〇〇）
・呼び径：M〇〇及び M〇〇

基礎ボルト
・材質：〇〇（SS〇〇）
・呼び径：M〇〇

第二十四

条 非常

用電源設

備 

直流電源及び

無停電電源装

置の設置 

【手段：設備】②・以下

の設備を設置する 

・直流電源設備

・無停電電源装置

外部電源喪失時の連続使用

のための電力供給（無停電

電源） 

PWMインバータ（容量：〇〇

kVA/台）、鉛蓄電池（容

量：〇〇Ah/〇〇hr/基以

上） 

本機器については、上記により既認

可から追加要求事項等がないこと

を確認 

添付－１ 
（12/16） 

基本設計方針にて展開。 
図面類については添付

書類にて示す。 
主要設備リストにて展開。 

基本設計方針にて展開。 
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仕様表の記載項目（機種：14.計測制御設備（モニタ①（溢水））） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

変更前 変更後 

名 称*1 － 
1号発生回収室 

換気用モニタ 

変更なし 

検出器の種類*3 － 
HF検知式（湿式捕集型双イオ

ン電極法） 

計測範囲*4 ppb 0.04 ～2 

警報動作範囲*5 ppb 0.04 ～2 

取

付

箇

所 

系統名（ライン名） － － 

設置床(室名称)*5 
－ 1号発生回収室 

溢水防護上の区画番号 
－ － 

溢水防護上の配慮が必

要な高さ 
－ － EL +○mm 以上 

化学薬品防護上の区画

番号 
－ － 

変更なし 
化学薬品防護上の配慮

が必要な高さ 
－ － 

個 数*2 台 
1 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

*5：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。

*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*7：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十二条 

溢水によ

る損傷の

防止 

溢水防護対策 【手段：設備】② 

・溢水高さが没水許容高

さを超えない設計とす

る。

防護対象施設の設定 

・換気用モニタ（機能喪失し

ない高さ設定：EL +○mm 以

上）

第十八条 

警報設備

等 

放射性廃棄物

濃度に係る警

報機能 

【手段：設備】④ 

・モニタ及びモニタリン

グポスト測定値の中央制

御室での表示、監視、記

録、規定値超の警報

検出器の種類：〇〇式（〇

〇） 

計測範囲：〇〇 ～〇〇 

警報動作範囲：〇〇 ～〇〇 

第十九条 

放射線管

理施設 

放射線管理施

設の設置 

【手段：設備】④ 

以下の設備を設置 

・換気用モニタ

検出器の種類：〇〇式（〇

〇） 

計測範囲：〇〇 ～〇〇 

警報動作範囲：〇〇 ～〇〇 

本機器については、上記の溢水防護

の要求が追加になることから仕様

表記載項目を追加する。 

添付－１ 
（13/16） 添付書類にて示す。 

基本設計方針にて展開。 

既認可の更新内容における注記である

ため、仕様表から転記しない。 

図面類については添付

書類にて示す。 

24



仕様表の記載項目（機種：13.電気設備（高周波インバータ装置）） 

既認可の仕様表 仕様表（案） 様式－６，７等による要求事項の整理 

対応する加

工事業許可 

許可番号（日付） 平成 20･12･16原第 3号（平成 22年 1月 21日付け） 

主要な設備及び機器
の種類 

濃 縮 施 設 

許可との対応 上記施設の構成機器 

設備・機器名称 高周波電源設備 

設備・機器の区分 本体 

設置場所 ２号第２高周波電源室 

機器名 〇〇高周波インバータ 

変更内容 新設 

台数 〇〇台 

一
般
仕
様

型式 〇〇型 

主要な構造材 〇〇鋼 （〇〇） 

寸法 幅：〇〇mm  奥行：〇〇mm  高さ：〇〇mm 

温度、圧力 ――――― 

その他の構成機器 ――――― 

その他の性能 出力周波数監視の精度：定格周波数〇〇以下とする。 

核燃料物質の状態 ――――― 

技
術
基
準
に
対
す
る
仕
様

核燃料物質の臨界防止 ――――― 

火災等による損傷の防止 ――――― 

耐震性 耐震重要度分類：第３類 

材料及び構造 ――――― 

閉じ込めの機能 ――――― 

しゃへい ――――― 

換気 ――――― 

核燃料物質等による汚染の防

止 

――――― 

安全上重要な施設 ――――― 

搬送設備 ――――― 

警報設備等 ――――― 

廃棄施設 ――――― 

放射線管理施設 ――――― 

非常用電源設備 ――――― 

その他事業許可で求める仕様 
新型遠心機の過回転を防止するため、新型遠心機の〇〇を制御する〇
〇を監視し、万一、〇〇した場合は、〇〇の機能を停止させる。 

添付図 図－１、２、３ 

変更前 変更後 

名 称*1 － 

－*6 

高周波インバータ装置 

種 類*2 － 〇〇型 

周波数 Hz ○○ 

主要寸法 

幅 mm 
RE-〇〇：〇〇 

RE-〇〇：〇〇 

奥行 mm 
RE-〇〇：〇〇 

RE-〇〇：〇〇 

高さ mm 
RE-〇〇：〇〇 

RE-〇〇：〇〇 

個数*3 台 
RE-〇〇：〇〇 

RE-〇〇：〇〇 

取

付

箇

所 

設置床(室名称)*5 － 2号高周波電源室 

備考 － 
インターロック機能：遠心機

過回転防止機能*7 

*1：記載の適正化。既設工認には「設備・機器名称」と記載。

*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

*5：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。

*6：金属胴遠心機駆動用から新型遠心機駆動用の高周波インバータ装置への変更であるが、金属胴遠

心機駆動用の高周波インバータ装置については別途申請の「新規制基準への適合に係る申請（1

次～5次申請）の 3次申請」にて撤去することを申請しており、認可済みであることから「－」

とする。 

*7：インターロック機能に係る仕様を○○に示す。

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十八条 

警報設備

等 

閉じ込め機能

維持に係る警

報機能・イン

ターロック機

能

【手段：設備】②-7、②-

8 

（高周波電源設備） 

・遠心機過回転防止機能

高周波インバータ装置

（遠心機過回転防止機

能） 

周波数：○○Hz 

本機器については、上記により既認

可から追加要求事項等がないこと

を確認 

添付－１ 
（14/16） 

インターロック機能については、検出器、
警報機能等の情報に係る仕様表を別途作
成し、記載する。

添付書類にて示す。 

主要設備リストにて展開。 
図面類については添付

書類にて示す。 
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仕様表の記載項目（機種：14.警報機能・インターロック機能（溢水））

仕
様
表
（
案
）

*1：対象計器は、○○-A,○○-B。

*2：対象計器は、○○-A,○○-B。

*3：UF6の圧力、温度の監視に用いる当該計器は、溢水の防護対象とし、溢水防護上の配慮が必要な高さを設定する。

*4：地震検出器は施設共通として、○○系統設置する。

*5：対象計器は、○○-A,○○-B。

変更前 変更後 

名称 検出器の種類 計測範囲 警報動作範囲 個数 取付箇所 名称 検出器の種類 計測範囲 警報動作範囲 個数 取付箇所 

発生槽の圧

力異常高 
圧力検出器 

○○～○○

（○○～○○）

○○～○○

（○○～○○）
○○*1

系統名（ライン名） － 

変更なし 

変更なし 
設置床 2号発回均質室 

－ 

溢水防護上の区画番号 － 

溢水防護上の配慮が必要な高さ*3 E.L.+○○㎜以上

化学薬品防護上の区画番号 － 

化学薬品防護上の配慮が必要な高さ － 

発生槽の温

度異常高 
温度検出器 

○○～○○

（○○～○○）

○○～○○

（○○～○○）
○○*2

系統名（ライン名） － 

変更なし 

変更なし 
設置床 2号発回均質室 

－ 

溢水防護上の区画番号 － 

溢水防護上の配慮が必要な高さ*3 E.L.+○○㎜以上

化学薬品防護上の区画番号 － 

化学薬品防護上の配慮が必要な高さ － 

－ 
地震発生時の加熱停止のインタ

ーロック 

地

震

検

出

器 

A

系 

水平 

○○～○○

（○○～○○）

○○～○○

（○○～○○）

○○

*4
設置床 2号 UF6電源室 

鉛直 

B

系 

水平 

鉛直 

－ 
温水ユニット温度異常高高によ

る加熱停止のインターロック 
温度検出器 

○○～○○

（○○～○○）

○○～○○

（○○～○○）

○○

*5
設置床 2号発回均質室 

様
式
６
，
７
等
に
よ
る
要
求
事
項
の
整
理

【様式-6,7等の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十二条 溢水による損

傷の防止 

溢水防護対策 【手段：設備】① 

・溢水防護対象設備が機能喪失しな

い高さを設定

UF6の圧力、温度の監視に用いる計器は、溢水の防護対象とし、溢水防

護上の配慮が必要な高さを設定 

・溢水防護上の配慮が必要な高さ：E.L.+○○㎜以上

第十八条 警報設備等 閉じ込めの機能に係る警報

機能・インターロック機能 

【手段：設備】②-1 

・圧力異常高又は温度異常高による

加熱停止のｲﾝﾀｰﾛｯｸ

圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のｲﾝﾀｰﾛｯｸ 

・原料ｼﾘﾝﾀﾞ内圧力（PT）：大気圧（○hPa）を超えない範囲

・発生槽内温度（TE）：管理温度（○℃）を超えない範囲

・動作：加熱用温水供給弁閉、発生槽出口弁閉

・取付箇所：2号発回均質室

【手段：設備】②-13 

・地震発生時の加熱停止のｲﾝﾀｰﾛｯｸ

地震発生時の加熱停止のｲﾝﾀｰﾛｯｸ 

・地震計:水平○○Gal、鉛直○○Gal

・動作：加熱用温水供給弁閉、発生槽出口弁閉

・取付箇所：2号 UF6電源室

【手段：設備】②-1 

・温水ﾕﾆｯﾄ温度高高による加熱停止

のｲﾝﾀｰﾛｯｸ

温水ﾕﾆｯﾄ温度高高による加熱停止のｲﾝﾀｰﾛｯｸ 

・温水ﾕﾆｯﾄ温度（TE）：管理温度（○℃）を超えない範囲

・動作：温水ﾕﾆｯﾄを停止

・取付箇所：2号発回均質室

地震インターロック等

について追加 

溢水防護について追加 

添付－１ 
（15/16） 
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（参考）発電炉 工事計画 計測制御設備 

添付－１ 
（16/16） 
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